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災害時にご自身での避難が難しい
高齢者や障害者のかたを支援するための

とは?
箕面市では、風水害や地震などの災害が発生した際、ご自身で避難す

ることが困難な高齢者や障害者など、とくに支援が必要なかたの安否

確認や避難、その他の必要な行動を支援するため、「避難行動要支援者

名簿」を作成しています。

このたび、「新たな基準に基づく名簿の作成」と「平常時に見守りなどで

避難支援等関係者へ提供する名簿について同意確認」を実施します。

いざ！というときの
避難や安否確認のために

さぁ避難しましょう！

顔の見える関係がないと 顔の見える関係があると
あそこの家は誰か
住んでるのかな？

避難行動要支援者名簿の
よくある質問について

災害時の支援が必ず実施されることが保証されるわけではありません。ご家族やご近所
の方々にいざというときの支援を依頼しておくなど、平常時からご自身でも備えておい
ていただくようお願いします。

同意者名簿の提供に同意したら、
必ず支援してもらえるのでしょうか？

Q

A

個人情報の漏えいや紛失等がないよう、市が提供先と協定書などを締結して、適正な
管理を行います。

名簿が悪用されることはないですか？Q
A

裏面の登載基準⑥に該当し、登載を希望されるかたは市にご相談ください。市からご本人
に対して、平常時の名簿提供と活用に関する同意確認のための書類を郵送します。

要件に該当せず基礎名簿に登載されていませんが、
載せてほしい場合はどうすればよいですか？

Q

A

市にご相談ください。平常時の情報提供を廃止する申請書を市に提出していただきます。
なお、変更の申し出がない限り、情報提供の同意は自動継続となります。

平常時の情報提供について、一度は同意したけど、
やっぱりやめたいときは？

Q

A

大規模災害時、行政は可能な限り災害支援活動を行いますが、その活動には限界もあり、被害を最小限に抑えるために
は、日頃から顔の見える関係づくりに努めるなど、ご自身で出来ることは可能な限り行う自助とともに、地域の助け合い
である共助が大きな力となります。
安心して暮らせる地域づくりにご協力いただきますようお願いいたします。

名簿を作成していても災害の状況によっては、避難行動の支援等が必ず行われるわけではありません。
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災害が発生した際、ご自身で避難することが困難な高齢者や障害者の方々につ
いて、避難の支援、安否の確認その他の必要な支援を実施するための名簿です。

市内在宅で次の登載基準に該当するかたは「避難行動要支援者名簿」に登載されています。
（登載を辞退される場合は、申し出てください。）

「同意者名簿」は、平常時から避難支援等関係者（地域で避難支援等を行う関係団体等）に提供・活用します。

❶要介護１・２で独居のかた
❷要介護３・４・５のかた
❸身体障害者手帳1級・2級のかた
❹療育手帳Aのかた
❺精神障害者保健福祉手帳1級のかた
❻上記基準に該当しない７５歳以上の高齢者及
び障害者、妊婦・２歳未満の乳幼児、難病患者
等で同名簿に登載を希望するかた

❶氏名 ❷住所 ❸生年月日
❹性別 ❺関係連絡先
❻避難支援等を必要とする理由
　（介護度、障害の部位など心身の状況）　など

避難行動 名簿を2種類作成します

平常時は、地域での防災訓練や見守り支援などに活用します。

基礎

基礎名簿

上記の「基礎名簿」に登載されているかたで、平常時で
も避難支援等関係者に名簿情報を提供することに同意
いただいたかたの名簿です。

同意
同意者名簿

避難支援等関係者への同意者名簿の提供について

要支援者

名簿登載の基準について

登載基準

❶民生委員・児童委員　❷消防団　❸箕面警察署　❹社会福祉協議会（地区福祉会を含む）
❺地区防災委員会　❻自治会又は自主防災組織（名簿の提供を申し出たものに限る）　など

名簿の提供先（避難支援等関係者）

名簿の活用場面

基礎名簿への登載情報

市及び避難支援等関係者において適切に管理し、
避難支援に関わる目的以外には使用しません。

個人情報の取り扱い

こんにちは
お元気ですか？

同意者名簿の活用の流れ

災害時の基礎名簿の取扱いについて 災害時には、命を守ることを最優先とし、「基礎名簿」を避難支援に
必要な限度で関係機関へ情報提供することがあります。
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同意者名簿
の作成3

防災訓練や見守り支援
など顔の見える関係づ
くりに活用

災害時6
避難支援などに活用

※基礎名簿は市が登載要件により作成します。




